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訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
四
号

本　
　
　
　
　

庁　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
二
条
第
十
号
中
「
水
田
畑
地
化
推
進
監
」
を
「
地
域
営
農
推
進
監
」
に
改
め
、
「
、
景
観
・
ま
ち
づ
く

り
推
進
監
」
を
削
る
。

　

第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
、
水
産
研
究
部
長
及
び
浅
海
・
内
水
面
グ
ル
ー
プ
長
」
を
「
及
び
水
産
研

究
部
長
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
部
の
本
庁
の
款
の
交
通
政
策
局
長
の
項
の

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
ど
も

政
策
局

長

主
務
課
長

知
事
が
あ
ら
か

じ
め
指
定
す
る

職
員

　

第
十
条
第
一
項
の
表
の
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
部
の
本
庁
の
款
の
観
光
局
長
の
項
中
「
（
室
長
を

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
部
の
こ
ど
も
・
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
款
の
支
所
長
の
項
中
「
次
長
」
を

「
支
所
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
次
長
」
に
、
「
主
務
課
長
」
を
「
上
欄
に
掲
げ
る
次
長
以
外
の
次
長
」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
四
の
項
中
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
平
成
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
三

号
）
」
を
「
大
分
県
電
子
署
名
規
程
（
令
和
七
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
二
号
）
」
に
改
め
、
同
項
の
課

長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
第
二
十
二
号
を
削
り
、
同
欄
第
二
十
一
号
中
「
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
第
十
二

条
第
一
項
」
に
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
」
を
「
電
子
署
名
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
三
号
と

し
、
同
欄
第
二
十
号
中
「
第
十
条
」
を
「
第
十
一
条
」
に
、
「
事
故
報
告
を
」
を
「
電
子
署
名
記
録
媒
体
に

係
る
事
故
に
あ
つ
て
は
」
に
、
「
大
分
県
認
証
局
に
」
を
「
デ
ジ
タ
ル
政
策
課
長
に
、
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム

の
利
用
に
係
る
Ｉ
Ｄ
、
パ
ス
ワ
ー
ド
等
に
係
る
事
故
に
あ
つ
て
は
当
該
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
に
、
事
故
の
報

告
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
十
八
号
及
び
第
十
九
号
を
削
り
、
同
欄
第
十
七

号
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
五
条
第
一
項
」
に
、
「
職
証
明
カ
ー
ド
の
新
規
発
行
を
県
政
情
報
課
長

に
」
を
「
当
事
者
型
電
子
署
名
に
よ
る
電
子
署
名
に
つ
い
て
、
県
政
情
報
課
長
の
承
認
を
得
て
、
認
証
局
に

電
子
署
名
記
録
媒
体
の
発
行
を
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
二
十
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

二
十
一　

電
子
署
名
規
程
第
十
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
署
名
記
録
媒
体
を
実
施
者

　
　

の
執
務
場
所
以
外
に
持
ち
出
し
、
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
承
認
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
四
の
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
第
十
六
号
中
「
県
政
情
報
課
長
」
の
下
に

「
（
電
子
署
名
シ
ス
テ
ム
を
利
用
し
て
行
う
電
子
署
名
に
あ
つ
て
は
、
当
該
シ
ス
テ
ム
の
管
理
者
）
」
を
加

え
、
同
号
を
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
欄
第
十
五
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

十
六　

公
印
規
程
第
十
二
条
第
三
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
公
印
の
使
用
の
開
始
に
つ
い
て
、
県

　
　

政
情
報
課
長
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
。

　

十
七　

公
印
規
程
第
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
子
公
印
の
消
去
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ

　
　

と
。

　

十
八　

公
印
規
程
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
印
等
の
事
故
に
つ
い
て
、
県
政
情
報
課
長
に
届
け
出

　
　

る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
四
の
項
の
班
総
括
の
欄
第
二
号
中
「
第
七
十
九
条
第
二
項
」
を
「
第
七
十
九
条
第

二
項
た
だ
し
書
」
に
改
め
、
同
欄
第
三
号
中
「
第
八
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
「
第
八
十
二
条
」
に

改
め
、
同
欄
第
五
号
中
「
第
十
二
条
第
一
項
」
を
「
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
な
っ
た
職
証
明
カ
ー
ド
」

を
「
な
つ
た
電
子
署
名
記
録
媒
体
」
に
改
め
、
同
表
の
十
一
の
項
中
「
整
備
規
則
」
」
の
下
に
「
、
公
益
信

託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
を
「
公
益
信
託
法
」
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
施
行
規

則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）
を
「
公
益
信
託
規
則
」
」
を
加
え
、
同
項
の
知
事
の
欄
に
次
の
一
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号
を
加
え
る
。

　

三　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
す
こ

　
　

と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
十
一
の
項
の
部
長
の
欄
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

公
益
信
託
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

十
三　

公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
に
係
る
信
託
の
変
更
又
は
新

　
　

受
託
者
等
の
選
任
そ
の
他
の
公
益
信
託
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可
を
す
る

　
　

こ
と
。

　

十
四　

公
益
信
託
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可
を
す
る
こ

　
　

と
。

　

十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
目
的
の
変
更
に
つ
い
て
公
益

　
　

信
託
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す

　
　

る
こ
と
。

　

十
七　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る

　
　

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

　

十
八　

公
益
信
託
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
公
益
信
託
の
受
託

　
　

者
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
意
見
を
受
け
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
十
一
の
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
中
第
四
十
八
号
を
第
四
十
九
号
と
し
、

第
十
五
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

認
定
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
法
人
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又

　
　

は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
十
一
の
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
に
次
の
二
十
八
号
を
加
え
る
。

　

五
十　

公
益
信
託
法
第
十
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

　
　

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
十
条
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く
こ

　
　

と
。

　

五
十
一　

公
益
信
託
法
第
十
一
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て

　
　

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
等
を
し
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
二　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
経
由
し
て
変
更
後
の
行
政
庁
に
提

　
　

出
す
る
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

五
十
三　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
務
の
引
継
ぎ
を
し
、
又
は
引
継
ぎ
を
受

　
　

け
る
こ
と
。

　

五
十
四　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
託
の
変
更
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
五　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
六　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
の
辞
任
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
七　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
八　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

五
十
九　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
を
公
表
す
る
こ
と
。

　

六
十　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
終
了
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

六
十
一　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
二　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
残
余
財
産
の
給
付
の
見
込
み
の
届
出
又

　
　

は
当
該
見
込
み
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

六
十
三　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
清
算
結
了
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

六
十
四　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求

　
　

め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

六
十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
の
内
容
を
公
表
す

　
　

る
こ
と
。

　

六
十
七　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
八　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
（
公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く

　
　

こ
と
。

　

六
十
九　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
し
た
旨
を
公
示

　
　

す
る
こ
と
。

　

七
十　

公
益
信
託
法
第
三
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
公
益
信
託
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
　

き
、
届
出
に
係
る
書
類
の
写
し
又
は
財
産
目
録
等
の
写
し
を
審
査
会
に
送
付
す
る
こ
と
。
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七
十
一　

公
益
信
託
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
照
会
し
、
又
は

　
　

協
力
を
求
め
る
こ
と
。

　

七
十
二　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る

　
　

受
託
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
書
類
を
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
に
共
有
す
る
こ
と
。

　

七
十
三　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る

　
　

受
託
者
か
ら
書
類
の
提
出
を
受
け
た
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
か
ら
、
当
該
書
類
の
共
有
を
受
け
る
こ

　
　

と
。

　

七
十
四　

公
益
信
託
規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
証
す
る

　
　

書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
五　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
庁
の
変
更
を
伴
う
変
更
の
認
可
の

　
　

申
請
に
対
す
る
処
分
を
し
た
旨
を
変
更
前
の
行
政
庁
に
通
知
し
、
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

七
十
六　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
引
継
ぎ
等
を
し
、

　
　

又
は
引
継
ぎ
等
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
七　

公
益
信
託
規
則
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
併
合
又
は
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容

　
　

を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
二
十
七
の
項
中
「
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則
」
を
「
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
条
例
第
三
十
五

号
）
を
「
条
例
」
、
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
の
部

長
の
欄
第
一
号
中
「
施
行
規
則
第
二
条
」
を
「
条
例
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
号
を
同
欄
第
十

四
号
と
し
、
同
欄
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
二
号
中
「
施
行
規
則
第
十
二

条
」
を
「
条
例
第
十
五
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」

に
、
「
振
替
え
」
を
「
振
替
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え

る
。

　

四　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
す
る
こ

　
　

と
。

　

五　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
等
に
対
し
、
育
児
介
護
等
職
員
の
申
告

　
　

に
係
る
証
明
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
。

　

六　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
等
か
ら
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当
し
な

　
　

い
こ
と
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
二
十
七
の
項
の
部
長
の
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

条
例
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
部
長
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
二
十
七
の
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
第
一
号
中
「
施
行
規
則
第
二
条
」
を

「
条
例
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
十
五
号
を
同
欄
第
十
九
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
か
ら
第
十
四
号

ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
三
号
中
「
施
行
規
則
第
十
二
条
の
四
」
を
「
条
例
第
十
五
条
の
四
第

一
項
」
に
、
「
所
属
職
員
等
」
を
「
所
属
職
員
」
に
、
「
の
指
定
を
行
う
」
を
「
を
指
定
す
る
」
に
改
め
、

同
号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

五　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
す
る

　
　

こ
と
。

　

六　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
に
対
し
、
育
児
介
護
等
職
員
の

　
　

申
告
に
係
る
証
明
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
。

　

七　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
か
ら
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当

　
　

し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
二
十
七
の
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
第
二
号
中
「
施
行
規
則
第
十
二
条
」

を
「
条
例
第
十
五
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、

「
振
替
え
」
を
「
振
替
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。

　

二　

条
例
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
。

　

別
表
第
一
の
一
の
表
の
三
十
の
項
中
「
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
」
を
「
職
員
の
旅
費
」
に
改
め
、

「
、
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
大
分
県
条
例
第
七
十
四
号
）
を

「
弁
償
条
例
」
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
三
十
一
号
）

を
「
施
行
規
則
」
」
を
削
り
、
同
項
の
課
長
、
所
長
及
び
室
長
の
欄
第
一
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第
三

十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
り
、
同
表
の
四
十
二
の
項
の
班
総
括
の
欄
第
一
号

中
「
第
九
条
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、
「
集
中
管
理
車
配
車
申
込
書
」
を
「
集
中
管
理
専
任
車
配
車
申

込
書
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
五
の
表
の
委
託
料
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

仮
契
約
の
締
結

―

全

額

―

全

額

―

―

「

」

　

別
表
第
一
の
五
の
表
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
部
中

長
期
継
続

契
約
の
締

結　
　
　

債
務
負
担
行
為
に
係
る
も

の

を

そ
の
他
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「

債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
の
締
結

に
改
め
る
。

長
期
継
続
契
約
の
締
結

」

　

別
表
第
一
の
六
の
表
の
報
償
費
の
項
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
交
際
費

「

」

「

」

の
項
中

―

―

―

―

を

―

―

―

一
〇
〇

万
円

以
上

に
改
め
、
同
表
の
需
用
費
の
部
中

「

」

食
糧
費

―

三
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

―

―

三
〇
万

円
以
上

一
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

を

「

食
糧
費

（
弁
当

及
び
飲

料
水
等

の

購

入
）　

―

―

―

全

額

―

―

―

に
、

食
糧
費

（
そ
の

他
）　

―

三
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

―

―

―

一
〇
〇

万
円

以
上

」

「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
委
託
料
の
部
中

「
そ
の
他

―

―

全

額

―

一
億
円

一
、
〇

〇
〇
万円

一
〇
〇

万
円

以
上

一
、
〇

を

以
上

以
上

一
億
円

未
満

〇
〇
万円

未
満

」

「

」

仮
契
約

締
結
済

み
の
も

の　
　

―

―

全

額

―

―

―

―

に
改

そ
の
他

―

―

全

額

―

一
億
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

以
上

一
億
円

未
満

二
〇
〇

万
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

未
満

め
、
同
表
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
部
中
「
八
〇
万
円
」
を
「
一
五
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
原
材
料
費

の
部
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
備
品
購
入
費
の
部
中
「
仮
契
約
締
結
済
」

を
「
仮
契
約
締
結
済
み
」
に
、
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
負
担
金
補
助
及
び

交
付
金
の
部
中
「
一
〇
〇
万
円
」
を
「
二
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
扶
助
費
の
部
中
「
一
六
〇
万
円
」

「

を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
補
償
金
補
填
及
び
賠
償
金
の
部
中

五
、
〇

〇
〇
万円

以
上

五
、
〇

〇
〇
万円

未
満

」
を

「

」

一
億
円

以
上

一
億
円

未
満

に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
の
七
の
表
の
一
の
部
の
交
際
費
の
項
中
「
三
〇
万
円
」
を
「
一
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
部
の

需
用
費
の
款
中

「

」

食
糧
費

―
全

額

―

―

三
〇
万
円

以
上

三
〇
万
円

未
満

を
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「
食
糧
費

（
弁
当
及

び
飲
料
水

等
の
購

入
）　
　

―

―

全

額

―

―

全

額

に
改

食
糧
費

（
そ
の

他
）　
　

―

全

額

―

―

一
〇
〇
万

円
以
上

一
〇
〇
万

円
未
満

」

め
、
同
表
の
委
託
料
の
款
中

「

」

そ
の
他

―

全

額

―

―

五
〇
〇
万

円
以
上

五
〇
〇
万

円
未
満

を

「
仮
契
約
締

結
済
み
の

も
の　
　

―

全

額

―

―

五
〇
〇
万

円
以
上

五
〇
〇
万

円
未
満

に
改

そ
の
他

―

全

額

―

―

五
〇
〇
万

円
以
上

五
〇
〇
万

円
未
満

」

め
る
。

　

別
表
第
二
の
一
の
表
の
四
の
項
中
「
職
員
等
の
旅
費
及
び
費
用
弁
償
」
を
「
職
員
の
旅
費
」
に
改
め
、

「
、
附
属
機
関
の
委
員
等
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
条
例
を
「
弁
償
条
例
」
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
を
「
施
行
規
則
」
」
を
削
り
、
同
項
の
地
方
機
関
の
長
の
欄
第
一
号
中
「
第
三
十
四
条
」
を
「
第

三
十
二
条
」
に
改
め
、
同
欄
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
削
る
。

　

別
表
第
二
の
二
の
表
の
三
の
項
中
「
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
を

「
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
条
例
を
「
条
例
」
、
職
員
の
休
日
休
暇
及
び
勤
務
時
間
等

に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
」
に
改
め
、
同
項
の
地
方
機
関
の
長
の
欄
第
一
号
中
「
施
行
規
則
第
二
条
」
を

「
条
例
第
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
欄
第
八
号
を
同
欄
第
十
二
号
と
し
、
同
欄
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

を
四
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
欄
第
三
号
中
「
施
行
規
則
第
十
二
条
の
四
」
を
「
条
例
第
十
五
条
の
四
第
一

項
」
に
、
「
所
属
職
員
等
」
を
「
所
属
職
員
」
に
、
「
の
指
定
を
行
う
」
を
「
を
指
定
す
る
」
に
改
め
、
同

号
を
同
欄
第
四
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

五　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
六
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
変
更
す
る

　
　

こ
と
。

　

六　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
に
対
し
、
育
児
介
護
等
職
員
の

　
　

申
告
に
係
る
証
明
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
こ
と
。

　

七　

施
行
規
則
第
十
一
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
か
ら
育
児
介
護
等
職
員
に
該
当

　
　

し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
旨
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
二
の
二
の
表
の
三
の
項
の
地
方
機
関
の
長
の
欄
第
二
号
中
「
施
行
規
則
第
十
二
号
」
を
「
条
例
第

十
五
条
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
に
、
「
振
替
え
」
を

「
振
替
等
」
に
改
め
、
同
号
を
同
欄
第
三
号
と
し
、
同
欄
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

条
例
第
十
五
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
所
属
職
員
等
の
勤
務
時
間
の
割
振
り
等
を
行
う
こ
と
。

　

別
表
第
二
の
三
の
表
の
ニ
の
部
の
注
１
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

　
　
　
　

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
金
額
と
す
る
。

　
　
　

⑴　

単
価
契
約
の
締
結
の
場
合　

年
間
所
要
見
込
額
（
契
約
単
価
に
発
注
見
込
数
量
を
乗
じ
て
得
た

　
　
　
　

額
を
い
う
。
）

　
　
　

⑵　

長
期
継
続
契
約
の
締
結
の
場
合　

契
約
予
定
総
額
（
契
約
期
間
全
体
の
執
行
予
定
額
を
い

　
　
　
　

う
。
）

　
　
　
　
　

た
だ
し
、
契
約
期
間
に
定
め
が
な
い
も
の
は
一
月
当
た
り
の
執
行
予
定
額
に
四
十
八
を
乗
じ
て

　
　
　
　

得
た
額
と
す
る
。

　

別
表
第
二
の
三
の
表
の
ホ
の
部
の
一
の
款
の
報
償
費
の
項
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改

「

」

「

」

め
、
同
款
の
交
際
費
の
項
中

―

―

を

―

一
〇
〇
万
円

以
上

に
改
め
、
同
款
の
需
用
費
の
項
中

「

」

食

糧

費

全

額

一
〇
万
円
未満

一
〇
万
円
以上
全

額

全

額

を

「
食
糧
費
（
弁

当
及
び
飲
料

水
等
の
購

入
）　
　
　

全

額

全

額

―
全

額

全

額

に
、



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

（
訓
令
甲
）

食
糧
費
（
そ

の
他
）　
　

全

額

一
〇
万
円
未満

一
〇
〇
万
円

以
上
全

額

全

額
」

「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
款
の
委
託
料
の
項
中

「
そ

の

他

一
、
〇
〇
〇

万
円

未
満

一
〇
〇
万
円

未
満

一
〇
〇
万
円

以
上
全

額

全

額
」

を

「

」

仮
契
約
締
結

済
み
の
も
の

全

額

―

―
全

額

全

額

に
改

そ

の

他

一
、
〇
〇
〇

万
円

未
満

一
〇
〇
万
円

未
満

二
〇
〇
万
円

以
上
全

額

全

額

め
、
同
款
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
項
中
「
八
〇
万
円
」
を
「
一
五
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
款
の
原
材
料
費

の
項
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
款
の
備
品
購
入
費
の
項
中
「
仮
契
約
締
結
済
」

を
「
仮
契
約
締
結
済
み
」
に
、
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
款
の
負
担
金
補
助
及
び

交
付
金
の
項
中
「
一
〇
〇
万
円
」
を
「
二
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
款
の
扶
助
費
の
項
中
「
一
六
〇
万
円
」

を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
五
号

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　

大　

分　

県　

教　

育　

庁　

大
分
県
人
事
委
員
会
事
務
局　

大
分
県
監
査
委
員
事
務
局　

大
分
県
警
察
本
部　

大
分
県
労
働
委
員
会
事
務
局　

大
分
県
議
会
事
務
局　

大　

分　

県　

企　

業　

局　

大　

分　

県　

病　

院　

局　

　

委
員
会
等
の
収
入
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務
等
の
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　

第
五
条
中
「
及
び
特
例
給
付
」
を
削
る
。

　

第
八
条
第
一
項
の
表
の
教
育
庁
の
部
の
課
長
の
項
中
「
総
務
企
画
監
」
の
下
に
「
、
教
育
Ｄ
Ｘ
企
画
監
」

を
加
え
、
「
財
務
企
画
監
又
は
健
康
対
策
・
管
理
監
」
を
「
高
校
教
育
推
進
監
又
は
ス
ポ
ー
ツ
・
健
康
推
進

監
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
三
の
表
の
委
託
料
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

仮
契
約
の
締
結

―

―
全

額

―
全

額

―

―

「

」

　

別
表
第
二
の
三
の
表
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
部
中

長
期
継
続

契
約
の
締

結　
　
　

債
務
負
担
行
為
に
係
る
も

の

を

そ
の
他

「

」

債
務
負
担
行
為
に
係
る
契
約
の
締
結

に
改
め
る
。

長
期
継
続
契
約
の
締
結

　

別
表
第
二
の
四
の
表
の
報
償
費
の
項
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
交
際
費

「

」

「

」

の
項
中

―

―

―

―

を

―

―

―

一
〇
〇

万
円

以
上

に
改
め
、
同
表
の
需
用
費
の
部
中

「

一
〇
万



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
訓
令
甲
）

食
糧
費

―

―

三
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

―

―

三
〇
万

円
以
上

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

を
」

「
食
糧
費

（
弁
当

及
び
飲

料
水
等

の　

購

入
）　

―

―

―

―
全

額

―

―

―

に
、

食
糧
費

（
そ
の

他
）　

―

―

三
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

―

―

―

一
〇
〇

万
円

以
上

」

「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
委
託
料
の
部
中

「

」

そ
の
他

―

―

―
全

額

―

一
億
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

以
上

一
億
円

未
満

一
〇
〇

万
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

未
満

を

「
仮
契
約

締
結
済

み
の
も

の　
　

―

―

―
全

額

―

―

―

―

に
改

そ
の
他

―

―

―
全

額

―

一
億
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

以
上

一
億
円

未
満

二
〇
〇

万
円

以
上

一
、
〇

〇
〇
万円

未
満

」

め
、
同
表
の
使
用
料
及
び
賃
借
料
の
部
中
「
八
〇
万
円
」
を
「
一
五
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
原
材
料
費

「

」

「

」

の
部
中

を

―

に
、
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の

備
品
購
入
費
の
部
中
「
仮
契
約
締
結
済
」
を
「
仮
契
約
締
結
済
み
」
に
、
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万

円
」
に
改
め
、
同
表
の
負
担
金
補
助
及
び
交
付
金
の
部
中
「
一
〇
〇
万
円
」
を
「
二
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、

同
表
の
扶
助
費
の
部
中
「
一
六
〇
万
円
」
を
「
三
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
表
の
補
償
金
補
填
及
び
賠
償
金

「

「

の
部
中

五
、
〇
〇

〇
万
円

以
上

―

五
、
〇
〇

〇
万
円

未
満

」
を

一
億
円

以
上

―

一
億
円

未
満

」
に
改

め
る
。

　

別
表
第
二
の
五
の
表
の
一
の
部
の
交
際
費
の
項
中
「
三
〇
万
円
」
を
「
一
〇
〇
万
円
」
に
改
め
、
同
部
の

需
用
費
の
款
中

「

」

食
糧
費

―

―

全

額

―

―

三
〇
万

円
以
上

三
〇
万

円
未
満

を

「

」

食
糧
費

（
弁
当

及
び
飲

料
水
等

の

購

入
）　

―

―

―

全

額

―

―

全

額

に
改

食
糧
費

（
そ
の

他
）　

―

―

全

額

―

―

一
〇
〇

万
円

以
上

一
〇
〇

万
円

未
満

め
、
同
表
の
委
託
料
の
款
中

「



令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
訓
令
甲
）

そ
の
他

―

―

全

額

―

―

五
〇
〇

万
円

以
上

五
〇
〇

万
円

未
満

」
を

「
仮
契
約

締
結
済

み
の
も

の　
　

―

―

全

額

―

―

五
〇
〇

万
円

以
上

五
〇
〇

万
円

未
満

に
改

そ
の
他

―

―

全

額

―

―

五
〇
〇

万
円

以
上

五
〇
〇

万
円

未
満

」

め
る
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
中
「
整
備
規
則
」
」
の
下
に
「
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三

十
号
）
を
「
公
益
信
託
法
」
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
七
年
内
閣
府
令
第
六
十
三
号
）

を
「
公
益
信
託
規
則
」
」
を
加
え
、
同
項
の
知
事
の
欄
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
す
こ

　
　

と
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
の
警
察
本
部
長
の
欄
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

　

五　

公
益
信
託
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

六　

公
益
信
託
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
の
部
長
の
欄
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

　

八　

公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
に
係
る
信
託
の
変
更
又
は
新
受

　
　

託
者
等
の
選
任
そ
の
他
の
公
益
信
託
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可
を
す
る
こ

　
　

と
。

　

九　

公
益
信
託
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
目
的
の
変
更
に
つ
い
て
公
益
信

　
　

託
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

十　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す
る

　
　

こ
と
。

　

十
一　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る

　
　

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

　

十
二　

公
益
信
託
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
公
益
信
託
の
受
託

　
　

者
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
意
見
を
受
け
る
こ
と
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
の
課
長
の
欄
中
第
四
十
六
号
を
第
四
十
七
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま

で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

認
定
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
法
人
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又

　
　

は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

別
表
第
三
の
一
の
項
の
課
長
の
欄
に
次
の
二
十
七
号
を
加
え
る
。

　

四
十
八　

公
益
信
託
法
第
十
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準

　
　

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
十
条
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く

　
　

こ
と
。

　

四
十
九　

公
益
信
託
法
第
十
一
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て

　
　

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
等
を
し
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
経
由
し
て
変
更
後
の
行
政
庁
に
提
出

　
　

す
る
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

五
十
一　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
務
の
引
継
ぎ
を
し
、
又
は
引
継
ぎ
を
受

　
　

け
る
こ
と
。

　

五
十
二　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
託
の
変
更
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
三　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
四　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
の
辞
任
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
五　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

五
十
七　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
を
公
表
す
る
こ
と
。

　

五
十
八　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
終
了
の
届
出
を
受
理
す
る

　
　

こ
と
。

　

五
十
九　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
残
余
財
産
の
給
付
の
見
込
み
の
届
出
又
は

　
　

当
該
見
込
み
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

六
十
一　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
清
算
結
了
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。
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六
十
二　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
三　

公
益
信
託
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求

　
　

め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

六
十
四　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
の
内
容
を
公
表
す

　
　

る
こ
と
。

　

六
十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
（
公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く

　
　

こ
と
。

　

六
十
七　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
し
た
旨
を
公
示

　
　

す
る
こ
と
。

　

六
十
八　

公
益
信
託
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
照
会
し
、
又
は

　
　

協
力
を
求
め
る
こ
と
。

　

六
十
九　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る

　
　

受
託
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
書
類
を
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
に
共
有
す
る
こ
と
。

　

七
十　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る
受

　
　

託
者
か
ら
書
類
の
提
出
を
受
け
た
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
か
ら
、
当
該
書
類
の
共
有
を
受
け
る
こ

　
　

と
。

　

七
十
一　

公
益
信
託
規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
証
す
る

　
　

書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
二　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
庁
の
変
更
を
伴
う
変
更
の
認
可
の

　
　

申
請
に
対
す
る
処
分
を
し
た
旨
を
変
更
前
の
行
政
庁
に
通
知
し
、
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

七
十
三　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
引
継
ぎ
等
を
し
、

　
　

又
は
引
継
ぎ
等
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
四　

公
益
信
託
規
則
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
併
合
又
は
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容

　
　

を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

別
表
第
四
の
一
の
項
中
「
整
備
規
則
」
」
の
下
に
「
、
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
を
「
公
益
信
託
法
」
、

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
「
公
益
信
託
規
則
」
」
を
加
え
、
同
項
の
知
事
の
欄
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

　

三　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
す
こ

　
　

と
。

　

別
表
第
四
の
一
の
項
の
総
務
担
当
教
育
次
長
の
欄
に
次
の
七
号
を
加
え
る
。

　

十
二　

公
益
信
託
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

十
三　

公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
に
係
る
信
託
の
変
更
又
は
新

　
　

受
託
者
等
の
選
任
そ
の
他
の
公
益
信
託
法
第
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
の
認
可
を
す
る

　
　

こ
と
。

　

十
四　

公
益
信
託
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
併
合
等
の
認
可
を
す
る
こ

　
　

と
。

　

十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
目
的
の
変
更
に
つ
い
て
公
益

　
　

信
託
法
第
十
二
条
第
一
項
の
認
可
を
す
る
こ
と
。

　

十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
旨
の
勧
告
を
す

　
　

る
こ
と
。

　

十
七　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
に
係
る
措
置
を
と
る

　
　

べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

　

十
八　

公
益
信
託
法
第
三
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
各
号
に
掲
げ
る
者
か
ら
、
公
益
信
託
の
受
託

　
　

者
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
意
見
を
受
け
る
こ
と
。

　

別
表
第
四
の
一
の
項
の
課
長
の
欄
第
六
号
中
「
あ
っ
た
」
を
「
あ
つ
た
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
四
十
五
号

を
第
四
十
六
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
四
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

　

十
五　

認
定
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
法
人
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又

　
　

は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

別
表
第
四
の
一
の
項
の
課
長
の
欄
に
次
の
二
十
七
号
を
加
え
る
。

　

四
十
七　

公
益
信
託
法
第
十
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て
準

　
　

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
十
条
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く

　
　

こ
と
。

　

四
十
八　

公
益
信
託
法
第
十
一
条
（
公
益
信
託
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
二
十
二
条
第
七
項
に
お
い
て

　
　

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
等
を
し
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

四
十
九　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知
事
を
経
由
し
て
変
更
後
の
行
政
庁
に
提

　
　

出
す
る
申
請
書
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

五
十　

公
益
信
託
法
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
務
の
引
継
ぎ
を
し
、
又
は
引
継
ぎ
を
受
け

　
　

る
こ
と
。
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五
十
一　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
信
託
の
変
更
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
二　

公
益
信
託
法
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
三　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
の
辞
任
等
の
届
出
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

五
十
四　

公
益
信
託
法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
つ

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

五
十
六　

公
益
信
託
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
財
産
目
録
等
を
公
表
す
る
こ
と
。

　

五
十
七　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
の
終
了
の
届
出
を
受
理
す
る

　
　

こ
と
。

　

五
十
八　

公
益
信
託
法
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

五
十
九　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
残
余
財
産
の
給
付
の
見
込
み
の
届
出
又

　
　

は
当
該
見
込
み
の
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

六
十　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
清
算
結
了
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

　

六
十
一　

公
益
信
託
法
第
二
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

　
　

つ
た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
二　

公
益
信
託
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
受
託
者
に
対
し
、
必
要
な
報
告
を
求

　
　

め
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
立
入
検
査
等
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

六
十
三　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
勧
告
の
内
容
を
公
表
す

　
　

る
こ
と
。

　

六
十
四　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し

　
　

た
旨
を
公
示
す
る
こ
と
。

　

六
十
五　

公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
（
公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
法
第
二
十
九
条
第
五
項
各
号
に
定
め
る
者
の
意
見
を
聴
く

　
　

こ
と
。

　

六
十
六　

公
益
信
託
法
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
信
託
認
可
を
取
り
消
し
た
旨
を
公
示

　
　

す
る
こ
と
。

　

六
十
七　

公
益
信
託
法
第
四
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
官
庁
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
照
会
し
、
又
は

　
　

協
力
を
求
め
る
こ
と
。

　

六
十
八　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る

　
　

受
託
者
か
ら
提
出
を
受
け
た
書
類
を
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
に
共
有
す
る
こ
と
。

　

六
十
九　

公
益
信
託
規
則
第
二
条
第
五
項
後
段
の
規
定
に
基
づ
き
、
二
以
上
の
公
益
信
託
を
引
き
受
け
る

　
　

受
託
者
か
ら
書
類
の
提
出
を
受
け
た
他
の
公
益
信
託
の
行
政
庁
か
ら
、
当
該
書
類
の
共
有
を
受
け
る
こ

　
　

と
。

　

七
十　

公
益
信
託
規
則
第
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
変
更
後
の
信
託
行
為
の
内
容
を
証
す
る
書

　
　

面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
一　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
行
政
庁
の
変
更
を
伴
う
変
更
の
認
可
の

　
　

申
請
に
対
す
る
処
分
を
し
た
旨
を
変
更
前
の
行
政
庁
に
通
知
し
、
又
は
そ
の
旨
の
通
知
を
受
理
す
る
こ

　
　

と
。

　

七
十
二　

公
益
信
託
規
則
第
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
引
継
ぎ
等
を
し
、

　
　

又
は
引
継
ぎ
等
を
受
け
る
こ
と
。

　

七
十
三　

公
益
信
託
規
則
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
併
合
又
は
分
割
後
の
信
託
行
為
の
内
容

　
　

を
証
す
る
書
面
の
提
出
を
受
け
る
こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
六
号

本　
　
　
　
　

庁　

地　

方　

機　

関　

　

日
額
旅
費
支
給
規
程
（
平
成
十
年
大
分
県
訓
令
甲
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


